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◆会長挨拶            諫早市ボランティア連絡協議会 会長 平山 仁 

 

 

 

 

 

 

 

◆令和３年度通常総会（書面表決）が終わりました 
5月 22日(土)に予定していた総会は、新型コロナウイルス感染症の終息が見られないことから、今

回も従来の集合型をやめて、書面表決を行いました。その結果、全議案とも承認・可決されました。役員

も、理事の互選により下記のとおり決定しました。任期は 2年間です。新たな顔ぶれで皆さまと一緒に

ボラ連を盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【令和３年度事業計画】           【新役員が決まりました】（R3・4年度）（50音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 第１号（通算 21号） 

発行日 令和 3 年 9 月 15 日 
諫早市ボランティア連絡協議会 
ＴＥＬ 0957-24-5100 
    （諫早市社会福祉協議会内） 

会 長：平山  仁（諫早レクリエーション研究会） 

副会長：平山百合子（オレンジほっとカフェ諫早） 

副会長：村瀬 弘幸（諫早清掃愛護クラブ） 

理 事：熊谷 安代（諫早手話サークル） 

理 事：中島 ふさ（諫早オカリナ“桜づつみ“） 

理 事：中村 隆好(諫早市老人クラブ連合会) 

理 事：松藤 健一（諫早青年会議所） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

監 事：田添 美鈴（諫早こども自然学校） 

監 事：深江 衛 （いさはやおもちゃ病院） 

１.会の運営 

①総会の開催（年 1回） 

②理事会の開催（随時） 

③会計監査（年 1回） 

２.事業の内容 

（1）会員の加入促進 

（2）ボランティアフェスティバルの開催 

（３）先進地視察研修 

（4）役員研修会 

（5）災害ボランティア講座への参加 

（6）広報紙の発行 

（7）ガイドブックの見直し 

後列左から 中島、松藤、平山（百） 
前列 左から 熊谷、平山、村瀬、中村   

このたび、ボラ連会長に就任しました平山 仁です。 

代表者会議の折などに受賞団体の紹介がある時いつも思うのは、「このような活

動をされている団体があることを知らなかったな・・・・!!」 ということです。 

加盟団体の活動を認め合い、互いに高めあうお手伝いができるのが「ボランティ

ア連絡協議会」ではないかと思っています。 

そのようなボラ連に近づくお手伝いを進めていきたいと考えています。 

どうぞよろしくお願います。 
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【予算  総額 837,300円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規加入団体のご紹介＞ 

今年度新たに加入された３団体です。登録数５０団体（R3.4月現在） 

＜受賞報告＞ 

◆諫早清掃愛護クラブ（松永守代表 会員数 60名） 

公益社団法人日本河川協会から 河川環境の保全・愛護活動に貢献したとして 令和３年河川功労者表彰

を受賞されました。同クラブは、平成 15 年にふるさとの河川や道路など公共の場を大切にしようと約

20人で設立。平成 16年に県・市の愛護団体に登録以来、平成 20年に当ボラ連に加盟。諫早市西部を

流れる東大川を中心に、河川・道路・港湾・海岸の清掃や雑草（木）の伐採の他 講演会での発表や地震・

水害などの被災地救援活動にも参加していることが認められました。今年度の受賞者は全国で 105 の

個人・団体で、県内では唯一です。 

河川功労者表彰 

 

◆諫早おやじコーラス 

（代表；金丸 勝）（R3.6.16加入） 

サロンや施設等でボランティア音楽会

を実施しています。 

 

 

◆「笑いヨガたかね」倶楽部 

（代表：佐藤 たかね） （R3.6.10加入） 

いきいきサロン、公民館活動、老人介護

施設、病院、企業、各サークル等で講演や笑

いヨガを実践しています。 

諸謝金、旅費

6%

研修費

14%

消耗品、印刷製

本、通信運搬費

46%

会議費

30%

損害保険費

1%

手数料、渉外費、

予備費他, 3% （支出）
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◆8月 27日の新型コロナウイルス感染症蔓延防止措置の発令に伴い、公民館等の公的施設は、利

用閉鎖となりました。社会福祉会館も利用できなくなり、9月 8日の第 5回理事会は初めて”オンラ

イン会議“を行いました。 

◆画面に理事の顔がそろい、ホスト役の平山会長から留意事項説明です。 

◆「質問は挙手をしてから簡潔に」 「ミュートを解除して 

答えてください」 「レジュメはチャットに記載しています」。 

なんとマー。皆さんうまい。はじめは、戸惑いもありまし 

たが、スマホで慣れている方が多いせいか、初回ではな 

いみたいにスムーズにいき、充実した会議でした。。。。 

やはり、挑戦してみるものです。 

◆議題は、①ボラ連代表者会議(10/12)に向けてボラ 

フェスの提案内容検討 

②ボラ連だよりの発行 ③その他でした。 

◆ITの進化は目まぐるしく、学校もオンライン授業など 

行われつつありますが、諫早ボラ連で こんなに早く実現できるとは夢のようでした。 

これからは、非常時以外でもこんな会議が続くのかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第４回理事会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第５回理事会は 初めての“オンライン会議”でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7月 26日は第４回理事会。主な内容は、「今年のボラ 

ンティアフェスティバル（ボラフェス）をどうするか」と 

いうことでした。 

はじめに、所属の異なる各理事が ボラフェスをどう 

考えているか、どう関わるかについて思いを共有する 

ため 意見を出し合いました。 

結果、これまでの経緯を大事にし、新型コロナウイルス 

感染症の動向も見ながら、一応、「開催する方向」で今 

後議論を深め 提案を作り上げて行くことにしました。 

昨年のボラフェスは、「つながる、拡がる、ボランティアの力」をテーマに諫

早図書館で 5日間 展示のみ行いました。来館者は約１２０名でした。 

 

◆NPO法人アディクションネットワーク 

（代表：永田孝一） （R3.6.24加入） 

依存症克服に向けた相談事業、社会的生活

を営む上での居宅支援事業を行っています。 

談話室と居室

です 
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【編集後記】 ▼新型コロナウイルス感染症は 中々終息の兆しが見えませんが、ワクチンの予防接種

が進んでいます。▼念願の東京オリンピック、パラリンピックは、コロナ禍と猛暑の中で終わりまし

た。メダルラッシュに湧いた感動の多いオリ・パラでした。▼ボラ連役員は 新体制がスタートし、若

返りました。▼「ツイッター」、「インスタグラム」、「Web会議」など IT化が進んでいます。▼アナログ

派の我々年代は、取り残されないよう頑張らなければなりません。（編集委員 中島ふさ） 

 

◆民間助成金のお知らせ 

 日本郵便が 2022年度日本郵便年賀寄付金配分団体を公募しています。 

 詳細は、こちら（QRコードより）☞ 

 

◆ボランティアルームの活用 

  ボランティアルームは、ボランティア活動の打ち合わせやちょっとした作業のために 

利用できる無料のスペースです。社会福祉会館の 3階にあります。 

 予約方法：諫早市社会福祉協議会に申込み（電話予約可） 

T E L：0957-24-5100 

 

◆代表者会議予定 

第 1回代表者会議 10月 12日（火）13：30～ 

 第２回代表者会議 12月７日（火）13：30～ 

 

◆Facebook（フェイスブック）「ボラ連を応援するメンバー」ご覧ください。 

諫早市ボラ連を応援するメンバー  検索     

ボラ連の公式ホームページではなく、理事のご厚意により「諫早市ボラ連を応援するメンバー」の名称で

開設されています。ボラ連の動きがわかります。皆さん 覗いて コメントを送ってください。 

◆ボラ連加入へのお誘い!!「 ボラ連って何をするの？ メリットは何？」 

諫早市ボランティア連絡協議会（通称「ボラ連」）は、諫早のボランティア活動を円滑に推進するために  

会員（団体）相互の連携・交流を図るところです。 

市民のボランティア活動精神を高め、参加促進を図ることを目的として、現在、50団体が加盟してい 

ます。あなたの団体の加入をお待ちしています。ボランティアの絆をつなぎ続けましょう。 

年会費 1団体 1，000円 

（加入申込みは、ボラ連事務局（諫早市社会福祉協議会内） TEL 24-5100へ） 

 

◆ボランティア保険のミニ知識 

ボランティア保険は、ボラ活動中のけがなど補償されますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和 3年

2月からボランティア活動保険の特定感染症に、指定感染症（新型コロナウイルス）が追加され、補償の対象と

なりました。ボランティア活動中にボランティア自身が特定感染症に罹患した場合に補償されます。 


